
雇用・再雇用のルールと手続き  林 智之 

 

 

「嘱託社員」という雇用形態については、法律上の明確な規定はありませんが、おおむね数年の有期契約、

技術・知識の指導などを目的とした雇用であることが多いようです。 

 

 

仕事内容や給与等の待遇を変えることができない以上、「それでも応募したい」と思ってもらえるように工夫

する必要があります。 

 

 

「YRS か NO でしか物事を判断しない人」「極端に白黒をつけたがる人」はグレーゾーンを理解できておら

ず、問題があるといえます。 

 

 

まず注目すべきは、体裁です。履歴書は通常、手書きで作成します 

ので、ひと目見ただけでもその人の人となりが伝わってきます。特に 

文字の書き方や必要事項の記述のしかた、誤字・脱字の有無などに 

よって、丁寧に仕事ができるか、応募に対する熱意や姿勢はどうか、 

ビジネスマナーを身につけているかといったことを知ることができま 

す。また、写真を貼付している場合は、その写真を撮影したときの服 

装や髪型、どこで撮影されたものかといったことをチェックしましょ 

う。Tシャツ姿で写っていたり、スナップ写真を切り抜いて使ってい 

るという場合、どうしてもその会社に入りたいという真剣味が感じら 

れません。きちんと身だしなみを整え、求職活動用に写真専門店など 

で撮影した写真を使用している人を選択すべきでしょう。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



試用段階でやめてもらうには 

 

14日の試用期間中であれば、原則として会社は即時の解雇が可能で 

す。14日を超えて働いてもらった後に解雇をする場合には、通常の解 

雇の場合と同様に、暦日でカウントして解雇の 30日前までに解雇を予 

告するか、平均賃金（238ページ）の 30日分の解雇予告手当を支払う 

必要があります。 

 会社の就業規則で、「試用期間は 1か月」と定めていたとしても、 

そのような就業規則とか関係なく、14日を超えて雇用している場合に 

は、即時の解雇はできません。これは、正社員を雇用する場合だけで 

はなく、パートタイマーやアルバイトを雇う場合も同様です。 

（14日は暦日でカウント） 

 

 

 

 

 

特別徴収の場合、給与支払者は市区町村に対し、毎年 1月末に、前 

年の 1月から 12月までに支払った給与の額を記載した「給与支払報 

告書」を提出します。市区町村はこれをもとに住民税額を算出し、毎 

年 5月に給与支払者あてに納付書を送付してきます。このとき通知さ                                              

れるのは 6月から翌 5月までの住民税額で、給与支払者はその内容に 

応じて給与から住民税額を天引きします。       

 

 

社会保険料は一度決まったらずっとそのままというわけではなく、 

原則として年に一度計算し直されます。このとき、算定の基準になる 

のは、4・5・6月の平均給与額です。平均給与額には残業などの手 

当が含まれますので、この時期に残業が多いと、その後 1年間の社会 

保険料も高くなるということになります。 

 

 

社会保険に加入していた方が人材が集まりやすい。 

 

 



 

 

 

 

健康保険料・厚生年金保険料について 

 

健康保険料・厚生年金保険料は、毎年 7月 10日までに年金事務所と 

教会けんぼの都道府県支部（または会社の健康保険組合）に算定基礎 

届を提出することによって見直されます。算定基礎届の対象となるの 

は、4・5・6月に支給された給与の総支給額で、その平均額によっ 

て標準報酬月額が決まります。このとき算定された保険料は、原則と 

して 9月から翌 8月までの 1年間適用されることになります。これら 

の保険料は、会社と労働者で 2分の 1ずつ折半して負担します。 

 健康保険の保険料率は、都道府県ごとに異なる料率が適用されてい 

ます。たとえば、最大の佐賀県で 10・16％、最小の長野県では 9．85％と 

いう料率が適用されています（平成 25年度の料率）。都道府県ごとに 



異なる料率を適用することにした理由は、地域のとりくみで医療費を 

抑えた場合にその減額分を保険料に反映させるためです。 

 

 

 

また、会社などの事業所で従業員を採用したときにその従業員から 

提出してもらう書類としては、会社によって異なりますが、一般的に 

以下のような書類があげられます。 

① 履歴書（自筆、写真を貼ってあるもの） 

② 最終学歴の卒業証明書（新卒者の場合） 

③ 誓約書（仕事の内容による） 

④ 身元保証書 

⑤ 健康診断書（3か月以内に受診したもの、会社で行う場合は不要） 

⑥ 住民票記載事項証明書（住民票は不可） 

⑦ 年金手帳 

⑧ 雇用保険被保険者証 

⑨ 所得税の源泉徴収票（前職のある者） 

⑩ 給与所得の扶養控除等（異動）申告書 

⑪ 住民税給与所得者異動届出書（前職で特別徴収の残額がある場合） 

⑫ 免許や資格を証明するもの（一定の免許や資格が採用条件の場合） 

⑬ 通勤手当の申請書 

⑭ 通勤経路と自宅付近の略図 

                                                                              

 

 

 

 

 

社員を採用すると、その社員は社会保険の被保険者となりますので、 

資格取得の手続きを行わなければなりません。ただ、以下の場合は被 

保険者となりません。 

・日々雇い入れられる者 

・2か月以内の期間を定めて使用される者 



・4か月以内の季節的業務に使用される者 

・臨時的事業の事業所に使用される者 

・パートタイマー（目安は 1日・1週間の所定労働時間または 1か月 

 の所定労働日数が正社員の 4分の 3未満） 

 なお、会社などの法人の役員・代表者は社会保険では会社に「使用 

きれる」人として被保険者になります。個人事業主は「使用される」 

人ではありませんから、被保険者にはなれません。 

【届出】 

 採用した日から 5日以内に管轄の年金事務所に届け出ます。 

【添付書類】 

・年金手帳 

・健康保険被扶養者（異動）届（被扶養者がいる場合） 

【ポイント】 

 70歳以上の人は健康保険だけの加入になります。報酬月額の欄につ 

いては残業手当などの見込み分も含めた総額を記入します。これによ 

り、標準報酬月額が資格取得時に決定されます。 

 

 

雇用保険 

65歳から引き続いて同一の会社で働いている場合は高年齢継続被保険者となる。雇用保険料は免除。 

65歳に達した日以後あらたに採用される者は被保険者にならない。 

 

 

 

 一般的な高年齢者の長所としては、「地道な作業が得意である」「長 

年の経験に基づく技術がある」「仕事の段取りが上手である」「若年層 

の指導や育成が可能である」「責任感がある」「遅刻や欠勤をしない」 

といった点が挙げられます。 

 

 

高齢者の継続雇用は、グループ企業であれば認められる。 

 

 

 

賃金の減額は不利益変更となるのか 

 

高年齢者の雇用確保措置を講じた際に、高年齢労働者の賃金の額を 

減額することは、原則として労働条件の不利益変更には該当しません。 

ただし、60歳になる前から同じ業務を行っていたにもかかわらず、60 

歳になった途端に大幅に賃金を減らされたという場合には、公序良俗 

（社会で一般的に通用している秩序や道徳のこと）違反として賃金の 

減額が無効となる可能性があります。基本的には、賃金の減額は可能 



ですが、減額が無効にならないように減額の幅には気をつけましょう。 

 

 

 

6か月以上継続して勤務したパートなどには、年次有給休暇（年 

休）を付与します。付与する年休の日数は 1週間または 1年間の勤務 

日数によって異なります。 

 

 

 

 

・雇止め 

 期間の定めのある労働契約において、契約期間の満了をもって労働 

契約の更新を拒否することを雇止めといいます。雇止めについては、 

更新による雇用継続を期待させる使用者の言動が認められたり、更新 

の手続きが形式的に行われていたりしたような場合には、労働者に更 

新期待権が発生すると考えられ、いきなり更新を拒否することは解雇 

権の濫用とみなされることがあります。雇止めが解雇権の濫用とみな 

されることを防ぐためには、厚生労働省が示した以下の基準を満たさ 

なければならないとされています。 

① 労働契約締結時に、更新の有無や更新の判断基準を明示すること 

②1年を超えて継続勤務している従業員を雇止めするには、少なく 

 とも 30日前にその予告をすること 

③ 雇止めの理由を明示するよう請求があった場合は、遅滞なく証明 

 書を交付すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



契約社員はどんな雇用形態で働く人なのか 

 

正社員であっても、パートタイマーであっても、使用者と労働者の 

間には「労働契約」が締結されていますから、そういう意味ではどん 

な呼び名の社員も契約社員であるといえるかもしれません。 

 法律などで「契約社員についての定義がなされているわけではあ 

りません。ただ、一般的には、システムエンジニアや通訳など、特別 

な技術を持った人と、ある一定の期間を定めて契約をし、働いてもら 

うといった場合に「契約社員という呼称を使うことが多いようです。 

また、この他にもメールなどを使って自宅や別のオフィスで仕事をす 

る在宅ワーカー、SOHOという形態で働く人のことを契約社員と呼ん 

だり、1年更新のパートタイマーのことを指したりしている場合もあ 

ります。 

このように、契約社員の定義は各社の事情によってさまざまですが、 

おおまかにいうと「短期間」「短時間」「業務内容の特化」といった点 

で正社員との違いがあるといえます。 

 

 

 

・高年齢者雇用開発特別奨励金 

 雇用する日の満年齢が 65歳以上の離職者を、ハローワークなどの紹 

介により、一週間の所定労働時間が 20時間以上の労働者として 1年以 

上継続して雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。 

 

～～～～～～～～～～ 

平成 29年４月１日から、次のとおり、助成金の名称を変更しました。  

（変更前） 特定求職者雇用開発助成金（高年齢者雇用開発特別奨励金） 

（変更後） 特定求職者雇用開発助成金（生涯現役コース） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.htm
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html
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